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苫小牧市民文化芸術振興助成金交付要綱

  (趣旨) 
第１条 この要綱は、苫小牧市民文化芸術振興条例(平成１３年条例第３２号)の規定

に基づく助成金の交付に関し、苫小牧市補助金等交付規則（平成３０年苫小牧市規

則第９号。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

  (対象者) 
第２条 助成金は、次の各号に該当する者に交付する。

（１） 市内に活動の本拠を有する市民及び団体

（２） 団体にあっては、規約、会則その他これらに類するものを有し、代表者 及び

所在地が明らかである者

  (対象事業) 
第３条 助成の対象となる事業は、次の各号に掲げるもののうち、本市において広く

市民を対象として催され、文化芸術の振興に著しく寄与すると認められるものとす

る。

（１） 次に掲げる分野での自主的な創作発表及び鑑賞提供事業

 ア 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊等の芸術分野

  イ 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用し

た芸術分野

  ウ 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊等の日本古来の伝統的な芸能分野

  エ 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能分野

  オ 生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。）に

おける分野

（２）文化芸術に関する講演会、研究会等の開催事業

（３） その他文化芸術の振興に必要な活動として教育委員会（以下「委員会」とい

う。）が認めた事業

２ 前項の規定にかかわらず、同項の事業に次の各号のいずれかに該当する事業等を

含むときには、助成をしない。

（１） 稽古ごと、習いごとのおさらい会、発表会等申請者の年間活動運営事業

（２） 営利を目的とする事業

（３） 政治的又は宗教的な普及宣伝活動を目的とする事業

（４） 暴力団の利益になると認められる事業

（５） 特定の会員に限定した事業

（６） 個人的な出版に限られる事業

（７） 市又は教育委員会から他の補助金又は会場使用料の免除を受ける事業
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（８） 学校における部活動又は企業及び事業所内の団体が行う部活動、サークル活

動等

  (計画書の提出) 
第４条 助成を受けようとする者(以下｢申請者｣という。)は、苫小牧市民文化芸術振

興助成金交付要望計画書(様式第１号)（以下｢計画書｣という。）を事業の実施の前年

度の１月中旬から２月中旬までの委員会があらかじめ定めた期間までに委員会に

提出しなければならない。

２ 追加募集を行う場合、申請者は計画書を６月上旬から７月上旬までの委員会があ

らかじめ定めた期間までに委員会に提出しなければならない。

３ 申請者が団体である場合は、計画書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 団体の規約又は会則等

（２） 団体の役員及び会員名簿

４ 委員会は、計画書の提出があった場合は、その内容等の適否について苫小牧市民

文化芸術審議会の意見を聴いて、申請者に助成内定（対象外）通知書（様式第２号）

を通知するものとする。

(申請) 
第５条 申請者は、計画書を提出後、当該事業実施日の２ヶ月前までに苫小牧市民文

化芸術振興助成金交付申請書(様式第３号)（以下「申請書」という。）を委員会に提

出しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りではない。

  (助成金額) 
第６条 助成金は、別表に定める助成対象経費の５０％以内で、５０万円を限度とし、

予算の範囲内で交付する。

ただし、事業の実施に当たり、入場料、出品料、広告料その他これらに類する収

入金を徴収する場合には、助成事業の実施に必要と認められる経費から当該収入金

に相当する額を控除した額を助成対象経費とする。

２ 助成金の決定通知後、天災その他やむを得ない事情により、事業ができなくなっ

た場合は、助成対象経費の２５％を助成するものとする。

 ただし、助成金交付決定金額の２分の１を限度とする。

３ 助成金の額は、１万円単位とし、第１項又は第２項の規定により算出した額に１

万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

  (助成金額の制限) 
第７条 同一の申請者に対する助成は、１年度につき１回のみとする。

２ 申請する年度の前年度以前に助成を受けたことがある申請者については、助成金
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額の制限をすることがある。

  (助成の決定及び通知) 
第８条 委員会は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、助成の適否

を決定する。

２ 委員会は、前項の規定により助成の適否を決定したときは、申請者に対し助成金

交付（不交付）決定通知書(様式第４号)により通知するものとする。

  (助成の申請の変更) 
第９条 申請者は、助成を受けようとする事業の内容及び収支に変更が生じた場合は、

速やかに苫小牧市民文化芸術振興助成金変更申請書(様式第５号) （以下「変更申請

書」という。）を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が軽微な変更

と認めた場合は、その提出を省略することができる。

２ 委員会は、変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、変更の承認

の可否を決定し、申請者に対し助成金変更承認（非承認）決定通知書（様式第 6 号）

により通知するものとする。

３ 委員会は、前項の承認をする場合において、必要に応じ、交付決定の内容を変更

し、又は条件を付すことができる。

  (助成事業の中止又は廃止) 
第１０条 申請者は、助成を受けようとする事業を中止又は廃止しようとする場合は、

あらかじめ中止（廃止）承認申請書(様式第７号)を委員会に提出しなければならな

い。

２ 委員会は、前項の申請に基づき中止の承認をしたときは、申請者に対し助成金中

止（廃止）承認決定通知書（様式第８号）により通知するものとする。

  (報告及び助成金の確定) 
第１１条 申請者は、助成事業完了の日から１月以内に実績（事業）報告書(様式第

９号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、

この限りではない。

２ 委員会は、実績報告書又は事業報告書の提出があった場合は、その内容の審査そ

の他必要に応じて現地調査を行った上、その事業が交付決定をした内容に適合して

いると認めたときは、助成金額を確定し助成金確定通知書（様式第１０号）により

通知するものとする。

  (助成金の概算払) 
第１２条 委員会は、助成事業の円滑な実施のため必要と認める場合は、当該申請書
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に基づき助成金の概算払をすることができる。この場合において、申請者は、助成

金概算払申請書(様式第１１号)を委員会に提出しなければならない。

  (助成金の返還) 
第１３条 偽りその他不正の手段により助成を受けた者については、その助成金の全

部又は一部を返還させることができる。

（助成事業の普及等）

第１４条 申請者は、当該助成事業を実施するに当たり、その事業に係る看板、ポス

ター、刊行物、物品等に｢苫小牧市民文化芸術振興助成事業｣と表示することにより、

本事業の普及及び啓発に努めなければならない。

（その他）

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成１６年４月１日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成２７年１月５日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。

附 則

 この要綱は、令和４年１月１７日から実施する。 

附 則

 この要綱は、令和６年１１月２０日から実施する。 



別表 助　成　対　象　経　費　一　覧

公演当日（本番前のﾘﾊｰｻﾙ・ｹﾞﾈﾌﾟﾛ）会場使用料(付帯設備費を含

む）、大道具費、小道具費、衣裳費、かつら費、履物費、美粧費、

照明費、音響費、効果費、道具運搬費、楽器運搬費、会場設営

費・撤去費等

展示工作費・撤去費、創作材料費、説明パネル、展示台、ディスプ

レイ、スポット、作品借上げ料、作品運搬費、作品梱包費等

指揮料、演奏料、ソリスト料、俳優等出演料等(ゲスト出演等の場

合）

作曲料、編曲料、作詞料、調律料、楽器借料、写譜料、楽譜製作

料、演出料、監修料、振付料、舞台監督料、デザイン料、脚本料、

台本料、訳詞料、著作権使用料、講習料等

編集謝金、原稿執筆謝金、翻訳謝金、会場整理員賃金、通信連絡

費、交通費、宿泊費、日当等（苫小牧市旅費規程の範囲内）

※交通費は原則公共交通機関（実費）、タクシーは認めない

入場券販売手数料、広告宣伝費(新聞等）、立て看板、チラシ・ポス

ター印刷費、入場券印刷費、台本印刷費、プログラム及び図録・資

料等の印刷費(無料配布する場合）等

保険費 レクリエーション保険料、楽器等の運搬に係る保険料等

会場・
舞台費

創作・
展示・
発表費

謝金・
通信費・
旅費

宣伝・
印刷費

音楽・
文芸費

内                       容項     目

出演費


